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   第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 温泉法（昭和 23 年法律第 125 号。以下「法」という。）の施行については、温泉法施 

行規則（昭和 23 年厚生省令第 35 号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、この

規則の定めるところによる。 

 

  第２章 温泉の保護等 

 

(掘削の申請) 

第２条 法第３条第１項の規定による申請をしようとする者は、温泉掘削許可申請書(別記様式

第１号)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 掘削に必要な土地を使用する権利を有することを証する書類 

(2) 掘削しようとする地点から半径 1,000 メートル以内の地域について、その状況を記載した

縮尺 10,000 分の１の見取図(既存源泉があるときは、当該源泉の所在地及び当該源泉から掘

削しようとする地点までの距離を記入すること。) 

(3) 温泉利用の具体的計画書 

(4) 設備の配置図及び主要な設備の構造図 

(5) 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削方法が施行規則第１条の２各号に掲げ

る基準に適合することを証する書面 



(6) 施行規則第１条の２第 10 号に規定する掘削時災害防止規程(以下「掘削時災害防止規程」

という。) 

(7) 掘削しようとする土地の境界線及び掘削しようとする地点を中心とする半径８メートル

の円形の区域を明らかにした図面 

(8) 法第４条第１項第４号から第６号までに該当しない者であることを誓約する書面 

３ 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速や

かにその書類を提出しなければならない。 

 

(増掘又は動力装置の申請) 

第３条 法第 11 条第１項の規定による申請をしようとする者は、増掘に係る申請にあつては温

泉増掘許可申請書(別記様式第２号)に次に揚げる書類を、動力の装置に係る申請にあつては温

泉動力装置許可申請書(別記様式第３号)に次に揚げる書類を添えて、知事に提出しなければな

らない。 

(1) 前条第２項各号に揚げる書類（動力の装置に係る申請にあつては同項第４号から第 7 号ま

でに揚げる書類を除く。） 

(2) 法別表に揚げる物質について分析した書類 

(3) 知事が別に定める方法に基づく揚湯試験の結果を記載した書類 

２ 前条第３項の規定は、前項の申請について準用する。 

 

(許可地点の表示) 

第４条 法第３条第１項又は第 11 条第１項の許可を受けた者(以下「掘削等の許可を受けた者」

という。)は、速やかに、その許可地点に、住所、氏名(法人にあつては、その名称及び主たる

事務所の所在地)、許可番号及び許可年月日並びに着手予定期日及び完了予定期日を記した標

札を掲示しておかなければならない。 

 

(有効期間の更新の申請) 

第４条の２ 法第５条第２項(法第 11 条第２項又は第３項において準用する場合を含む。)の規

定による申請をしようとする者は、有効期間満了の１月前までに有効期間更新申請書(別記様

式第３号の２)を知事に提出しなければならない。 

 

(掘削等の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請) 

第４条の３ 法第６条第１項(法第 11 条第２項又は第３項において準用する場合を含む。)の承

認の申請をしようとする者は、合併又は分割の予定日の 20 日前までに温泉掘削等許可承継承

認申請書(別記様式第３号の３)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

(2) 法第４条第１項第４号から第６号までに該当しない者であることを誓約する書面 

 

(掘削等の許可を受けた者の相続の承認の申請) 

第４条の４ 法第７条第１項(法第 11 条第２項又は第３項において準用する場合を含む。)の規

定による申請をしようとする者は、温泉掘削等許可承継承認申請書(別記様式第３号の４)を知

事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 戸籍謄本 

(2) 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相

続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 

(3) 法第４条第１項第４号及び第５号に該当しない者であることを誓約する書面 



 

(掘削のための施設等の変更の申請) 

第４条の５ 法第７条の２第１項(法第 11 条第２項において準用する場合を含む。)の規定によ

る申請をしようとする者は、温泉掘削施設等変更許可申請書(別記様式第３号の５)を知事に提

出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 変更に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図 

(2) 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が施行規則第１条

の２各号に掲げる基準に適合することを証する書面 

(3) 掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の掘削時災害防止規程 

３ 第２条第３項の規定は、第１項の申請について準用する。 

 

(工事着手届) 

第５条 掘削等の許可を受けた者が、工事に着手しようとするときは、工事着手前７日までに工

事着手届(別記様式第４号)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の届出があつた場合において、知事は、法第４条第１項第１号から第３号まで(動力の

装置の工事にあつては、同項第１号又は第３号)に掲げる事由の発生のおそれがあると認める

ときは、工事の着手を延期させることができる。 

 

(工事完了等届) 

第６条 掘削等の許可を受けた者が、その工事を完了し、又は廃止したときは、工事完了(廃止)

届(別記様式第５号)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書を提出する場合には、施行規則第１条の２第９号に規定する記録を添付しなけ

ればならない。 

 

第７条及び第８条 削除 

 

(温泉動力装置変更届) 

第９条 現に設置してある動力装置の能力を超えない範囲において、動力装置の更新又は設置場

所の変更をしようとする者は、当該変更が施行規則第６条の９第１号に掲げる変更に該当する

場合を除き、工事着手日の 10 日前までに、温泉動力装置変更届(別記様式第７号)を知事に提

出しなければならない。 

 

(温泉しゆんせつ届) 

第 10 条 温泉の湧出路をしゆんせつしようとする者は、工事着手日の 10 日前までに、温泉しゆ

んせつ届(別記様式第８号)を知事に提出しなければならない。 

 

(温泉パイプ入替届) 

第 11 条 温泉の湧出路における挿入パイプの入替えをしようとする者は、工事着手日の 10 日前

までに、温泉パイプ入替届(別記様式第９号)を知事に提出しなければならない。 

 

(源泉管理者届) 

第 12 条 源泉を管理する者(以下「源泉管理者」という。)は、源泉を管理することとなつた日

から 20 日以内に、源泉管理者届(別記様式第 10 号)を知事に提出しなければならない。ただ

し、法第 14 条の２第１項の許可又は法第 14 条の５第１項の確認を受けた場合は、この限りで

ない。 

２ 前項の届出書を提出する場合には、源泉の管理に必要な土地を所有し、又は使用する権利を



有することを証する書類を添付しなければならない。 

 

(源泉廃止届) 

第 13 条 源泉管理者が源泉を廃止したときは、廃止の日から 10 日以内に源泉廃止届(別記様式

第 11 号)を知事に提出しなければならない。ただし、法第 14 条の８第１項の規定による届出

をした場合は、この限りでない。 

２ 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 温泉の湧出路の埋戻しの状況を明らかにした図面 

(2) 温泉の湧出路の埋戻しの状況を撮影した写真 

 

第 14 条 削除 

 

第３章 温泉の採取 

 

(温泉の採取の申請) 

第 14 条の２ 法第 14 条の２第１項の規定による申請をしようとする者は、温泉採取許可申請書

(別記様式第 12 号の２)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  (1) 温泉の採取に必要な土地を所有し、又は使用する権利を有することを証する書類 

(2) 設備の配置図及び主要な設備の構造図 

(3) 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が施行規則第６条の３第

１項各号又は第３項各号に掲げる基準に適合することを証する書面 

(4) 設備の設置の状況を撮影した写真 

(5) 施行規則第６条の２第２項第４号の測定の結果を記載した書類 

(6) 施行規則第６条の３第１項第 10 号に規定する採取時災害防止規程(以下「採取時災害防止

規程」という。) 

(7) 法第 14 条の２第２項第２号から第４号までに該当しない者であることを誓約する書面 

３ 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速や

かにその書類を提出しなければならない。 

 

(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請) 

第 14 条の３ 法第 14 条の３第１項の承認の申請をしようとする者は、合併又は分割の予定日の

20 日前までに温泉採取許可承継承認申請書(別記様式第 12 号の３)を知事に提出しなければな

らない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

(2) 法第 14 条の２第２項第２号から第４号までに該当しない者であることを誓約する書面 

 

(温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請) 

第 14 条の４ 法第 14 条の４第１項の規定による申請をしようとする者は、温泉採取許可承継承

認申請書(別記様式第 12 号の４)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 戸籍謄本 

(2) 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべ

き相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 

(3) 法第 14 条の２第２項第２号及び第３号に該当しない者であることを誓約する書面 



 

(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請) 

第 14 条の５ 法第 14 条の５第１項の確認の申請をしようとする者は、可燃性天然ガス濃度確認

申請書(別記様式第 12 号の５)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 法第 14 条の５第１項の確認に必要な土地を所有し、又は使用する権利を有することを証       

する書類 

(2) 温泉の採取の場所の状況を撮影した写真 

(3) メタンの濃度の測定の実施状況を撮影した写真 

(4) 源泉から温泉利用施設までの配管系統図及び主要な設備の構造図 

３ 第 14 条の２第３項の規定は、第１項の申請について準用する。 

 

(可燃性天然ガス濃度確認承継届) 

第 14 条の６ 可燃性天然ガス濃度の確認を受けた者の地位を承継した者は、可燃性天然ガス濃

度確認承継届(別記様式第 12 号の６)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の写し 

(2) 相続の場合にあつては、次に掲げる書類 

イ 戸籍謄本 

ロ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継す

べき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 

(3) 合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

 

(温泉の採取のための施設等の変更の申請) 

第 14 条の７ 法第 14 条の７第１項の規定による申請をしようとする者は、温泉採取施設等変更

許可申請書(別記様式第 12 号の７)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 変更に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図 

(2) 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が施行規則

第６条の３第１項各号又は第３項各号に掲げる基準に適合することを証する書面 

(3) 変更に係る設備の変更前の状況を撮影した写真 

(4) 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の採取時災害防止規程 

３ 第 14 条の２第３項の規定は、第１項の申請について準用する。 

 

 （温泉採取施設等変更工事完了届） 

第 14 条の８ 法第 14 条の７第１項の許可を受けた者が、その工事を完了したときは、温泉採取

施設等変更工事完了届（別記様式第 12 号の８）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 施行規則第６条の３第１項第１号に規定するガス分離設備の構造又は同項第２号イに規

定する温泉井戸の位置若しくは構造（次号において「ガス分離設備の構造等」という。）の

変更をした場合にあつては、当該変更後に同項第１号のメタンの濃度を測定した結果を記載

した書類 

(2) ガス分離設備の構造等又は施行規則第６条の３第１項第２号ハに規定するガス排出口

（以下この号において「ガス排出口」という。）の位置の変更をした場合で当該変更後にガ

ス排出口が同項第３号イ又はロに掲げる場所にあるときにあつては、当該変更後に同号のメ

タンの濃度を測定した結果を記載した書類 

(3) 変更に係る設備の変更後の状況を撮影した写真 



 

(温泉採取事業廃止届) 

第 14 条の９ 法第 14 条の２第１項の許可を受けた者又は法第 14 条の５第１項の確認を受けた

者(以下「採取の許可等を受けた者」という。)は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業

を廃止したときは、温泉採取事業廃止届(別記様式第 12 号の９)を知事に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の届出書を提出する場合には、法第 14 条の２第１項の許可を受けた者にあつては、次

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を明らかにした図面 

(2) 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を撮影した写真 

 

第４章 温泉の利用 

 

(利用の申請) 

第 15 条 法第 15 条第１項の規定による申請をしようとする者は、温泉浴用に係る申請にあつて

は温泉浴用許可申請書(別記様式第 13 号)に第１号から第４号までに掲げる書類を、温泉飲用

に係る申請にあつては温泉飲用許可申請書(別記様式第 14 号)に次に掲げる書類を添えて、当

該申請に係る区域を管轄する保健所長(以下「所轄保健所長」という。)に提出しなければなら

ない。ただし、当該申請をしようとする者が当該温泉の採取の許可等を受けた者である場合に

は、第１号に掲げる書類の添付は、これを省略することができる。 

(1) 温泉を利用する権利を有することを証する書類 

(2) 法別表に掲げる物質について分析した書類 

(3) 温泉浴用施設又は温泉飲用施設(源泉から温泉を公共の飲用に供する場所(以下「飲泉口」

という。)までの引湯設備を含む。)の平面図 

(4) 法第 15 条第２項各号に該当しない者であることを誓約する書面 

(5) 源泉から採取した温泉について、知事が別に定める検査項目（以下「検査項目」という。）

に係る検査の結果を記載した書類 

(6) 飲泉口から採取した温泉について、検査項目のうち一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機

物の量に関するものに係る検査の結果を記載した書類 

(7) 温泉に水道水以外の水を加えて公共の飲用に供する場合にあつては、当該水道水以外の水

について、検査項目のうち一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関するものに係る

検査の結果を記載した書類 

２ 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速や

かにその書類を提出しなければならない。 

 

(利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請) 

第 15 条の２ 法第 16 条第１項の承認の申請をしようとする者は、合併又は分割の予定日の 10

日前までに温泉利用許可承継承認申請書(別記様式第 14 号の２)を所轄保健所長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

(2) 法第 15 条第２項各号に該当しない者であることを誓約する書面 

 

(利用の許可を受けた者の相続の承認の申請) 

第 15 条の３ 法第 17 条第１項の規定による申請をしようとする者は、温泉利用許可承継承認申

請書(別記様式第 14 号の３)を所轄保健所長に提出しなければならない。 



２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 戸籍謄本 

(2) 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に

供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 

(3) 法第 15 条第２項第１号及び第２号に該当しない者であることを誓約する書面 

 

(成分等掲示届) 

第 16 条 法第 18 条第１項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、あ

らかじめ温泉成分等掲示届(温泉浴用の許可を受けた者にあつては別記様式第 15 号、温泉飲用

の許可を受けた者にあつては別記様式第 16 号)を所轄保健所長に提出しなければならない。 

 

第 17 条から第 20 条まで 削除 

 

(温泉成分分析機関登録申請書) 

第 20 条の２ 法第 19 条第１項の登録の申請をしようとする者は、温泉成分分析機関登録申請書

(別記様式第 20 号の２)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る。) 

(2) 住民票の写し(申請者が個人である場合に限る。) 

(3) 温泉成分分析を実施する施設の見取図 

(4) 事業計画書その他温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有す

ることを証する書類 

(5) 法第 19 条第４項各号に該当しない者であることを誓約する書面 

(6) 温泉成分分析の業務に関し当該業務の責任者(以下「分析責任者」という。)が有する資格

を証する書類 

(7) 温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要を記載した分析責任者の履歴書 

３ 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速や

かにその書類を提出しなければならない。 

 

(登録事項変更届) 

第 20 条の３ 法第 19 条第１項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、登録を受

けた事項に変更があつたときは、登録事項変更届(別記様式第 20 号の３)を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

(登録分析機関廃止届) 

第 20 条の４ 登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、登録分析機関廃止届(別

記様式第 20 号の４)を知事に提出しなければならない。 

 

第５章 雑則 

 

(住所氏名等変更届) 

第 21 条 掘削等の許可を受けた者、第 12 条の届出書を提出した者又は採取の許可等を受けた者

が、その住所若しくは氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏

名)又は源泉名を変更したときは、10 日以内に住所氏名等変更届(別記様式第 21 号)を知事に

提出しなければならない。 

２ 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者が、その住所若しくは氏名(法人にあつては、その名



称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は温泉浴用施設若しくは温泉飲用施設の名称

を変更したときは、10 日以内に住所氏名等変更届(別記様式第 22 号)を所轄保健所長に提出し

なければならない。 

 

(書類の経由) 

第 22 条 法、施行規則又はこの規則により知事に提出する書類は、所轄保健所長を経由しなけ

ればならない。 

 

附 則 

この規則は、昭和 63 年１月１日から施行する。 

 

附 則(平成６年規則第 55 号)抄 

(施行期日) 

１ この規則は、平成６年 10 月１日から施行する。 

 

附 則(平成８年規則第 17 号) 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成 11 年規則第 11 号) 

この規則は、平成 11 年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成 12 年規則第 24 号) 

この規則は、平成 12 年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成 14 年規則第 39 号) 

この規則は、平成 14 年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成 17 年規則第６号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 19 年規則第 60 号) 

この規則は、平成 19 年 10 月 20 日から施行する。 

 

附 則(平成 20 年規則第 57 号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 20 年 10 月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日前に改正前の第 12 条第１項の温泉採取者届を提出した者は、改正後の

第 12 条の源泉管理者届を提出したものとみなす。 

 

附 則(平成 22 年栃木県規則第 28 号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 第 1 条の規定による改正後の温泉法施行細則第 14 条の 8 の規定は、この規則の施行の際現

に温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）第 14 条の 7 第 1 項の許可を受け、又は当該許可の申請を

している者の当該 許可又は当該許可の申請に係る工事については、適用しない。 



 

附 則(平成 24 年栃木県規則第 45 号) 

 この規則は、平成 24 年７月９日から施行する。 

 

   附 則(平成 28 年栃木県規則第７号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行前に発生した事項につきこの規則による改正前の温泉法施行細則第７条、第 18

条及び第 19 条の規定により提出しなければならないこととされている事項の届出については、な

お従前の例による。 

３ この規則による改正前の温泉法施行細則第８条の規定により中断した工事であって、この規則の

施行の際、報告又は指示がなされていないものについての報告又は指示については、なお従前の例

による。 

 

 

   附 則(令和３(2021)年栃木県規則第５号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の

用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 


